
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３門第２７号 

事故等種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２５年２月２６日 ０７時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県奄美市笠利
か さ り

埼北方沖 

笠利埼灯台から真方位０１４°３２.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２９°０２.８′ 東経１２９°５０.０′） 

事故等調査の経過  平成２５年３月１２日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（門司事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 大寿
だいじゅ

丸、９.７８トン 

 ＫＧ２－８５１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機用セルモーターが焼損 

 事故等の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、笠利埼北方沖の漁場で錨泊してい

たが、平成２５年２月２６日０７時００分ごろ、船長が、漁場移動の

ために揚錨して主機の始動を試みたところ、始動用セルモーターが運

転されず、主機の始動ができなかった。 

船長は、携帯電話を所持しておらず、また、無線機をほとんど使用

したことがなく、交信ができなかったので、救助を求めることができ

なかった。 

船主は、本船の操業期間である１週間を過ぎても船長が帰って来な

いので、３月５日０９時４０分ごろ海上保安庁に救助を要請した。 

本船は、７日１０時００分ごろ、笠利埼南方沖５５Ｍ付近を漂流中

のところを操業中の漁船に発見されて海上保安庁に通報された。 

本船は、１１時４４分ごろ海上保安庁所属の航空機に発見され、１

２時４８分ごろ巡視艇によってえい
．．

航が開始され、２０時２５分ごろ

鹿児島県瀬戸内町古仁屋
こ に や

港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

本船は、昭和５６年３月に進水し、船主が平成５年ごろに購入した

際、主機の始動用セルモーターが新替えされた。 

主機の始動用セルモーターは、本インシデント後、電気整備業者に

よって焼損していることが確認された。 

船長は、漂流中、本船に積んでいた食糧を食べてしのいでいた。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、笠利埼北方沖で揚錨後、漁場を移動しようとして主機を始

動した際、始動用セルモーターが焼損したことから、主機の始動がで

きなくなり、運航不能となったものと考えられるが、焼損した状況を

明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、笠利埼北方沖で揚錨後、漁場を移動し

ようとして主機を始動した際、始動用セルモーターが焼損したため、

主機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機の始動用セルモーターは、定期的に点検整備すること。 

・１人で乗船する際は、携帯電話を所持することが望ましい。 

・無線機の使用に習熟すること。 

 


